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政策統括官（総合政策担当）所管の労働政策基本部会に 
おける審議状況 

（平成 30年３月 30日以降） 

 
 労働政策基本部会では、各分科会及び部会を横断する中長期的課題、就業 

構造に関する課題、旧来の労使の枠組に当てはまらないような課題について 

審議を行うこととしており、具体的には以下の事項について審議を行い、６ 

月以降、報告書取りまとめに向けた議論を実施し、第 42回労働政策審議会に 

報告書を提出。 

 

・技術革新（ＡＩ等）の動向と労働への影響等 

   －日本国内・諸外国における状況 

   －諸外国における政策の動向（ドイツの「労働 4.0」等） 

   －技術革新が働き方に与える影響 

  

・働く人すべての活躍を通じた生産性向上等に向けた取組 

   －日本における労働生産性の課題 

   －多様な就業形態間の労働移動の見通し 

   －人材育成のあるべき方向性 

   －今後の労働教育のあり方 

 

・時間・空間・企業に縛られない働き方 

   －テレワーク、兼業・副業、雇用類似の働き方に関する現状と課題 

   －既存のセーフティネットや労働法制での対応の必要性 

   －働き方の変化と多様性を妨げないような制度のあり方 

   －今後の労働教育のあり方【再掲】 

 

   

【参考】部会開催実績 

4／20、5／22、6／27、7／30 
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